
令和２年度 事業計画
■ 基本方針

■ 重点事項

　個人や世帯が抱える問題が複雑化・多様化しています。また、大規模災害の発生によりボラ
ンティアの重要性が改めて認識されているところです。そうした社会情勢を背景に、複合的な
課題に対して柔軟に対応していくため、さまざまな機関が連携して包括的に支援することが求
められています。本会では、関係機関・団体や市民の皆様と連携を強化し、地域の支え合い体
制の充実を図っていくとともに、より質の良い市民サービスの提供に努めます。

■ 法人運営
・理事専門部会を通じて、組織の課題等について調査研究を行っていく
・既存の規程、要綱等の見直しを図るとともに、適正管理及び整備に努める
・個人情報等の重要な情報の流失等を防ぎ、適正に管理するためセキュリティ強化を図る
・市民福祉サービスの充実を図るため、働き方改革に基づく仕事の効率化と職員の健康管理に努める

■ 地域福祉事業
・地域住民・市と連携して第３期地域福祉活動計画に沿った各種福祉活動を展開する
・自主運営に向けて日常生活自立支援事業の周知・啓発活動を進め、生活支援員の増員を図る
・群馬県ふくし総合相談支援事業に参画し、他の社会福祉法人との連携を強化する

■ ボランティア育成支援事業
・ボランティア情報の提供及びマッチング、コーディネート機能等の充実を図る
・災害ボランティアセンターの運営体制や資機材等の備えを強化する

■ 在宅福祉事業
・安心支援事業の課題を洗い出し、支え合い及び助け合い活動を推進する
・在宅高齢者へ必要な福祉サービスへの橋渡しを推進する

■ 高齢者福祉事業
・協議体の活性化を図り、高齢者の生活支援体制の整備を推進する
・地域包括支援センターが、様々なニーズに応えるワンストップサービスの拠点化を目指す

■ 障がい者福祉事業
・障害者福祉センターの利用者への適切な支援が図れるよう関係機関や他の事業所と連携を進める

■ 児童福祉事業
・子育て世帯の支援と児童の健全育成を進める

■ 母子寡婦福祉事業
・福祉制度等の情報提供の機会を増やし、母子・父子並びに寡婦福祉の向上に努める

■ 援護事業
・関係機関と連携し、生活困窮世帯へ包括的な自立の援助を行っていく

■ 福祉資金貸付事業
・世帯訪問の積極的な実施による生活実態の把握と関係機関との連携した課題解決の支援に努める

■ 共同募金事業
・配分事業の内容について調査・研究し、有機的な配分になるように努める

■ 居宅介護等事業
・組織体制や指揮命令系統の見直しを進め、質の高いサービスを提供する
・利用者の立場によるサービス計画、関係機関との連絡調整を進める

■ 施設管理運営
・公共施設（指定管理施設）の適正な管理運営に努める
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